
福岡都市言'-1-rJ.!u地区 言十面のがそヌE

〈福 岡市 決 定〉

都市計画住吉一丁 目地区地区計画を次のように決定する。

名 住吉一丁目地区地区計画 地 建 都市計画道路「祇底住吉線」、 [住吉器吉線」の言1-凶

築 線及び市道祇園 町 276号線との境界線から建築物の外

区 物 壁面の位 壁若しくはこれに代わる柱の面、又は建築物 に付属する

等 置の制限 門若 しくはへいまでの距離の最低限度は、 4mとする。

整 くた だし、歩行者の通行に供するこ とを目的とする施設

関 は除く〉

備 el-

る 建築物等 高架水槽、ク ーリ ングタワ ー等の屋上に設置する胞設

計 事 の形態又 については、露出面積を少なくす る等都市景観に配慮す

項 は意匠の るこ と。

画 制限

祢

-位 福岡市博多区住吉一丁目の一部置

面 積 約 4_ 2 ha 

当地区は 、都心部の中枢地区であ る 「天神地区」と

i t専多駅地区」の中間に位置し、都心部の各拠点閣の

回遊性を強化する核施設の形成が期待されている。

区|地区計画の目標 | また、当地区では、民間によ る「住吉一丁 目地区第

域 I I一種市街地再開発事業」 の施行が予定されている。

の

整

備

そこで、隣接す る河川空間等の立地特性を生か した

良好な拠点形成を図り、併せて都心部の均衡ある発展

を図ることを目標とする。

「地区計画及び地区整備計画の 区域並びに壁面の制限位置 は計間図表示の とおり J

理 由

当地区は、市街地再開発事業により、 21世紀を展望した新しい魅力と活気に あ

ふれる都市空間の形成を目指 しており、良好でゆ とり ある市街地喋墳の形成及び保

全を行う ため、 本案の とおり決定するもの である 。

開 I I 都心部の中心;こ位置する立地特性を生かし、都心部

発 1 Iの各拠点間の回避性を強化する 「核Jの形成を図ると

及|土地利用の方針|ともに、今後の国際化・情報化等の社会の進展に対応

び I Iした商業、 宿泊、文化等の複合施設を配置し、活力の

保 I Iなかにもゆ とりとうるおいを感じさせる市街地の形成

金 1 Iを図る。

の

方

針

公共空間である道路と私的草間である建築物の敷地

とが有機的に調和した良好な街区を形成するた め、建

築物等の壁面の位置の制限を定めるとともに、快適な

都心景観の創出を図るため、建築物等の形態・ 意匠の

制限を定める c

建築物等の

盤備方針
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接 関 型 固 Q 〉 関 延 守 耐 用 前 端 接 関 爵 州 沖 Q 〉 四 四 醐 鈴 代 Q 〉

報 省 一 刊 、 υτ ペ 一 件 ' 襲 卦 帥 + 回 訓 湘 d 円 潟 路 寸 俳 τ 。
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